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自転車に乗ると き はヘルメ ッ ト を被り まし ょ う

自動車等のながら 運転はやめまし ょ う ！

携帯電話やカ ーナビを使い「 ながら 」の運転は、道路交通法違反！

□✓ １６歳未満は運転禁止

□✓自賠責保険（ 共済） に加入する

□✓ナンバープレ ート をつける

□✓ヘルメ ッ ト を着用し よう（ 努力義務）

□✓飲酒運転し ない

□✓曲がる時はウィ ンカ ー

□✓運転中は携帯電話等を使用し ない

□✓車道か自転車道が原則

□✓信号や標識を守る

□✓二人乗り し ない

□✓道端などに放置し ない

自転車安全利用

５ 則

❶車道が原則、 左側を 通行

　 歩道は例外、 歩行者を 優先

❷交差点では信号と 一時停止を 守っ て、 安全確認

❸夜間はラ イ ト を 点灯

❹飲酒運転は禁止

❺ヘルメ ッ ト を 着用

自転車の危険な運転に新し く
罰則が整備さ れまし た

く わし く はこ ちら をチェ ッ ク →

令和６ 年１１月１ 日道路交通法の改正

特定原付（ 電動キッ ク ボード 等） の交通ルールを守ろ う ！
〜ルールを守っ て安全・ 快適に〜

スマホ・ タ ブレ ッ ト で
利用可能！
アプリ のダウンロード
はこ ちら

▲

自転車のルール・ マナーを学べるスマホ・ タ ブレ ッ ト 用アプリ

「 輪ト レ （ り んト レ ）」 ！

アプリ で自転車のルールを再確認し て、 楽し く 、 安全に自転車

を利用し まし ょ う ！

特定原付の交通ルールをH Pでチェ ッ ク ！

検索都民安全　 特定原付

携帯電話を持っ て

通話する

（ 通話）

携帯電話の画面を

注視する

（ 画像注視）

カ ーナビの画面を

注視する

（ 画像注視）



　 歩行者は横断歩道を 渡り まし ょ う 。
　 横断禁止場所での道路横断はやめまし ょ う 。「 信号無視」 や「 斜め横断」、「 車のかげから の飛び出し 」 などはと
ても 危険な行動です。 絶対にやめまし ょ う 。

Ｓ Ｔ Ｏ Ｐ ！ 横断歩道！

ド ラ イ バーの皆さ んへ！

歩行者の皆さ んへ！

　 歩行中の方が犠牲と なる交通事故が多く 発生し ています。 ご自身の大切な命を守っ ていただく ため、 歩行者の皆
さ んには道路を 安全に横断するための、「 簡単で効果的な３ つのチェ ッ ク 」 を 実践し ていただく よう お願いし ます。
　 横断歩道を 渡る前に、「 車が来ていないかチェ ッ ク 」「 車が止まっ たかチェ ッ ク 」、横断歩道を 渡っ ている間も 「 車
が来ないかチェ ッ ク 」 です。 こ れら 「 ３ つのチェ ッ ク 」 と と も に、 車のド ラ イ バーに対し て、 こ れから 道路を 横断
すると いう 意思を はっ き り と 示す「 ＋１ （ プラ スワン）」 アク ショ ンを 起こ し ていただく と 、 さ ら に効果的です。

運転者は法令上、 横断歩道等を 横断し ている、 又は、 横断し よう と し ている歩行者等がいると き は、 手前で一時停止を し て、 その通

行を妨げてはいけません。

※道路交通法第３ ８ 条「 横断歩道等における歩行者等の優先」 罰則３ 月以下の懲役又は５ 万円以下の罰金
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いるこ と を チェ ッ ク ✓

横断歩道付近の歩行者は横断すると
の前提に立ち、 歩行者を 見つけたら
手前で止まり まし ょ う 。

歩行者と 意思の
　  疎通を チェ ッ ク ✓

ド ラ イ バーが歩行者を 優先し ている
こ と を、 手で表現するなどアク ショ
ンで示し まし ょ う 。
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ダイ ヤマーク や
　  標識を チェ ッ ク ✓

横断歩道等があるこ と を 示すダイ ヤ
マーク や、 横断歩道の存在を 示す標
識を確実に確かめまし ょ う 。

歩行者を守るための ３ つのチェ ッ ク  を 実践し まし ょ う ！

横断歩道を安全に渡る方法 ３ つのチェ ッ ク ✓＋１ （ プラ スワン）

交通ルールを守り まし ょ う ！

歩行者優先意識を徹底し まし ょ う ！



重点❶ こ ども を始めと する歩行者が安全に通行でき る道路環境の確保と 正し い横断方法の実践

【 保護者の方へ】
　 都内では、 こ ども の交通事故が多く 発生し ており 、 飛び出し を 原因と し た重大事故も 発生し

ています。 保護者の方には、 普段から 交通ルールに関する理解を 深めていただき 、 日頃から お

子様に正し い交通ルールと マナーを繰り 返し 教え、 手本を示し ていただく よう お願いし ます。

【 高齢者の方へ】
　 歩行者の死亡事故のう ち、 犠牲と なっ た方の半数以上は高齢者であり 、 高齢者側による信号

無視や横断違反を 原因と する事故も 多く あり ます。

　 慣れた道でも 必ず交通ルールを 守り 、 十分な安全確認をお願いし ます。

【 全ての歩行者の方へ】
　 横断歩道を 横断する 際は、 車が自分に気がついていないかも し れないと いう 意識を 持ち、 青信号でも 必ず安全確認を し

てから 渡るなど、「 自ら の命は自ら 守る」 安全な行動を 実践し てく ださ い。

重点❷ 歩行者優先意識の徹底と ながら 運転等の根絶やシート ベルト ・ チャ イ ルド シート の適切な使用の促進

【 歩行者優先意識を 高めまし ょ う 】
　 昨年の交通死者数を 状態別で見ると 、 歩行中が最も 多く 、 そのう ち約34％が横断歩道横断中

の事故と なっ ています。

　 ド ラ イ バーの方は、 横断歩道における歩行者優先を 徹底し まし ょ う 。

【 シート ベルト ・ チャ イ ルド シート を 適正確実に着用し まし ょ う 】
　 自動車に乗っ たら 全ての座席でシート ベルト を 正し く 着用し まし ょ う 。

　 チャ イ ルド シート は、 子供の成長に合わせ、 体格に合う も のを 使用し まし ょ う 。

【 ながら 運転はやめまし ょ う 】
　「 ながら 運転」 は、 周囲の安全確認がおろ そかになり 、 重大な交通事故につながる 大変危険

な行為です。 運転中のスマホ等の使用は、 絶対にやめまし ょ う 。 ※自転車運転中のながら スマ

ホも 処罰の対象になり まし た。

【 飲酒運転は絶対にやめまし ょ う 】
　 飲酒運転は他人の命を も 脅かす危険極まり ない犯罪行為です。 車も バイ ク も 自転車も 特定小型原動機付自転車も お酒を

飲んだら 絶対に運転し てはいけません。

重点❸ 自転車・ 特定小型原動機付自転車利用時のヘルメ ッ ト 着用と 交通ルールの遵守の徹底

【 自転車を 利用する 方へ】
　 自転車を 運転する 際は、「 自転車安全利用五則」 を 守り まし ょ う 。 自転車乗用中の交通事故の多く は交差点での出会頭

事故です。 交差点では一時停止と 安全確認を 確実に行い、 交通事故防止に努めまし ょ う 。

【 特定小型原動機付自転車（ いわゆる 「 電動キッ ク ボード 等」） を 利用する 方へ】
　 特定小型原動機付自転車は、 １6歳以上であれば運転免許がなく ても 利用でき ますが、 ３ 年以内に２ 回以上危

険な違反を繰り 返すと 、 運転者講習を 受けなければなり ません。

【 自転車・ 特定小型原動機付自転車を 利用する 全ての方へ】
　 自転車・ 特定小型原動機付自転車を 利用する前には、 必ず交通ルールを 確認し て安全に利用し てく ださ い。

また、 利用する際は、 乗車用ヘルメ ッ ト を かぶり まし ょ う 。

重点❹ 二輪車の交通事故防止

　 都内では、 二輪車（ 原付を 含む） の交通事故が多く 発生し ています。

　 昨年の二輪車の交通死亡事故では、 年代別では２0代が１２人、 50代が８ 人で多く 、 通勤中の事故

の割合が約５ 割で高く なっ ています。

　 二輪車を運転すると き は、 慣れた道でも 速度を 控えて安全走行を 心がけまし ょ う 。

　 ヘルメ ッ ト のあごひも を し っ かり と 締めて、 胸部を 守るプロテク タ ーを 着用し まし ょ う 。

石油系溶剤を 含まないイ ン キを
使用し ています。
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令和７ 年春の全国交通安全運動における

東京都の重点は次に掲げる４ 項目です


